
災害備蓄用１０年保存水 仕様書 

        

１．品 名 

災害備蓄用 10 年保存水 

参考商品：The Life Water  大円食品工業株式会社 

 

２．数 量 

12,000 本（24[本/箱]×500[箱] ） 

 

３．納 品 

（１）納 期 

令和 8年（2026 年）3月 31 日まで 

※納品日については事前に危機管理課と調整すること（2日間でも可）。 

（２）納品場所 

豊中市危機管理課の指定する場所（別紙 1参照） 

（３）そ の 他 

ア 段ボール 6段積みでパレット上にピンホール積みすること。 

イ 賞味期限が 2027 年 8 月の災害備蓄用保存水がありますので、回収して庄内コラボ

センター（豊中市庄内幸町 4－29-1）4 階備蓄倉庫に移動していください。 

 

４．規 格 

（１）賞味期限 

納入時点で製造日から６ヶ月を越えておらず、令和 18 年（2036 年）1月までの賞味

期限が保証されていること。 

（２）内容量 

1 本あたり 500ｍｌ程度 

（３）製品内容 

ア 無味無臭であり、濁りや沈殿物等の異物がないもの。 

イ 常温保存において品質劣化のないもの。 

（４）容器及び容器表面の表示内容 

ア 外部からの衝撃に強く、容易に破損しないボトル缶容器であること    

イ 名称、原材料、内容量、賞味期限、製造者名を日本語で記載したもの。 

 ※日本語で記載したラベルを添付したものでも可。 

（５）外装梱包 

  ア 段ボール箱 1箱に 24 本を入れて梱包すること。 

イ 段ボール箱は 6 段重ねで 10 年間（賞味期限まで）の使用に耐えうるもの。 

ウ 箱の前面・両側面・上面の 4ヵ所に、「豊中市」、「品名」、「内容量」、「製造年

月」、「賞味期限」及び「納品業者」を丸ゴシック体で明記したシール等（A5 サイズ

程度）を作成して貼付または、段ボールへ直接印字すること (別紙２参照)。 

   ※上面に添付するもののみ印字内容が明確にわかるものであれば縮小可。 



（６）配送 

大阪府生活環境の保全等に関する条例第四十一条に従うこと。 

（７）提出書類 

製造から 10 年以上経過した製品について、食品衛生法上の登録検査機関による実

品検査を行い、その品質が保証されている書類等、当課が適切と認めた書類を提出す

ること。       

（８）その他 

   同等品可。 

同等品申請する際は、必ず事前に危機管理課へ提出し同等品の承認を得ること。 

 

５．連絡先  豊中市都市経営部危機管理課  担当:遠藤・岡本 

       TEL: 06-6858-2071 

       FAX: 06-6858-2667 



（別紙1）

番号 納品先 階数 住　所 電話番号 数量（本）

1 大池小学校 3階（EVあり） 本町1-7-12 6848-0123 3,000

2 北丘小学校 1階 新千里北町２－１９－１ 6872-0666 3,000

3 南丘小学校 3階（一部EVあり） 新千里南町2-13-1 6872-0250 3,000

4 中央防災倉庫 1階 旭丘２ 熊野田公園内
6858-2071
（危機管理課）

3,000

計 12,000

【納品に関しての注意点】

・事前に危機管理課と調整のうえ、納品してください。

 ・納品時は、各学校の門の横にあるインターホンで用件を告げた後、職員室で教頭先生に声をかけて、備蓄
　 倉庫の鍵を開けてもらって下さい。

・賞味期限が2027年8月の災害備蓄用保存水が納入数と同数にありますので、回収して庄内コラボセンター
   （豊中市庄内幸町4－29-1）4階備蓄倉庫に移動してください。

・各学校の備蓄倉庫では、回収分の災害備蓄用保存水と同じ場所に納品してください。

・各学校の備蓄倉庫では、段ボール6段積みで床に直置きしてください。

令和７年度災害備蓄用１０年保存水　納品場所（備蓄倉庫）一覧



（別紙２）

品 名 災害備蓄用10年保存水

内 容 量 ●●●ml × 24本

製 造 年 月 202●年（令和●年）●月

賞 味 期 限 203●年（令和●年）●月

納 品 業 者

豊　中　市


